
（平成22年分）

２千円

22

申告書第二表の「所得から差し引かれる金額に関する事項」

欄の「寄附金控除」欄の寄附金の金額を転記してください。

申告書第一表の「税金の計算」欄の政党等寄附金特別控除

に転記してください。

78

申告書第一表の「所得金額」欄の合計を転記してください。

（注）次の場合には、それぞれ次の金額を加算してください。

　・退職所得及び山林所得がある場合……その所得金額

　・ほかに申告分離課税の所得がある場合……その所得

　　金額（特別控除前の金額）

　なお、損失申告の場合には、申告書第四表（損失申告用）

　の「4 繰越損失を差し引く計算」欄の◯の金額を転記

　してください。

政 党 等 寄 附 金 特 別 控 除 額 の 計 算 明 細 書

寄附金の区分等

政党等寄附金特別控除額の計算

40 ％

　この明細書は、平成22年中に支出した政党又は政治資金団体に対する寄附金で一定のもの（以下「政党等に対する寄附

金」といいます。）があり、その寄附金について政党等寄附金特別控除の適用を受ける場合に、政党等寄附金特別控除額を

計算するために使用します（詳しくは、裏面の「政党等寄附金特別控除を受けられる方へ」を読んでください。）。

　　平成22年中に支出した政党等に対する寄附金がある場合であっても、平成22年中に支出した寄附金控除の対象となる

　政党等に対する寄附金以外の寄附金の額（下の②の金額）が平成22年分の所得金額の合計額の40%に相当する金額（下

　の⑤の金額）以上の場合には、政党等寄附金特別控除を選択することはできません。

　申告書第一表の「税金の計算」欄の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除までの記入が終わったら、まず、「１　寄附金の

区分等」欄に必要事項を記入し、次に、「２　政党等寄附金特別控除額の計算」欄で政党等寄附金特別控除額の計算をします。

寄附金の
寄附年月日

政党等に対する寄附金の額の合計額を書いてください。政党等に対する寄附金の額の合計額を書いてください。

（政党等に対する寄附金の内訳）

① 以 外 の 寄 附 金

政党等に対する寄附金

政 党 等 寄 附 金 特 別 控 除 額

22.7

（注）



平成22年中 寄附

寄附金

寄附

寄附金控除

寄附金控除

寄附金控除寄附金

寄附金

党等寄附金特別控除

政党等寄附金特別控除

政党等寄附金特別控除に関する詳しいことは、税務署におたずねください。

政党等寄附金特別控除額を平成22年

党等寄附金特別控除

寄附金

寄附金

寄附

寄附金平成22年中

平成22年分の

平成22年

２千円

は、この書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、この書類が交付

されしだいすみやかに税務署に提出します。

政 党 等 寄 附 金 特 別 控 除 を 受 け ら れ る 方 へ

政党等寄附金特別控除額の計算

政党等寄附金特別控除の適用を受けるための手続と必要な書類

政党等寄附金特別控除額の計算明細書

政党等寄附金特別控除額の計算明細書

政党等寄附金特別控除

対象となる政治団体

　上記①の算式中の「平成22年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額」については、平

成22年分の所得金額の合計額の40％相当額が限度とされます。

　ただし、寄附金控除の対象となる政党等に対する寄附金以外の寄附金（以下「政党等寄附金以外

の寄附金」といいます。）がある場合で、平成22年中に支出した政党等寄附金以外の寄附金の額の合

計額に平成22年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額を加算した金額が平成22年分の所

得金額の合計額の40％相当額を超えるときは、平成22年分の所得金額の合計額の40％相当額からそ

の政党等寄附金以外の寄附金の額の合計額を控除した残額とされます。

　上記①の算式中の「２千円」については、平成22年中に支出した政党等寄附金以外の寄附金の額

の合計額が２千円以上の場合は「０」とされ、２千円未満の場合は２千円からその政党等寄附金以

外の寄附金の額の合計額を控除した残額とされます。

　具体的な控除額の計算は、裏面の「政党等寄附金特別控除額の計算明細書」により行ってくださ

い。




